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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について 

 

 

 本日、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成

27年政令第 62号）が公布されたところである。 

その内容は下記のとおりであるので、貴管内の市町村（特別区を含む。）、後

期高齢者医療広域連合等に周知されたい。 

 

記 

 

 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 104条第２項

に基づき、後期高齢者医療の保険料について、高齢者の医療の確保に関する法

律施行令の一部を以下のとおり改正する。 

 

１．改正の趣旨 

後期高齢者医療制度における保険料負担の適正化を図るため、経済動向等を

踏まえ、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成 19年政令第 318号）に

ついて所要の改正を行うもの。 

 

２．改正の内容 

被保険者均等割額を減額する基準（５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る

所得判定基準）について、当該軽減を受けている世帯が、生活水準が変わらな

ければ次年度においても引き続き当該軽減を受けられるように、改正する。 

① ５割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を 24.5万円から 26万

円に改める。 

② ２割軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額を 45万円から 47万円

に改める。 

 

３．施行期日 

平成 27年４月１日施行 


